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令和元年度山陽小野田市財政健全化及び経営健全化  

審査意見について  

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第

２２条第１項の規定により、審査に付された令和元年度決算に基づく健

全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載

した書類を審査したので、次のとおり意見書を提出する。  
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令和元年度山陽小野田市財政健全化判断比率等審査意見書 

 

１ 審査の対象 

(1) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項関係 

ア 実質赤字比率  

イ 連結実質赤字比率  

ウ 実質公債費比率 

エ 将来負担比率  

(2) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第 1 項関係  

ア 公営企業の資金不足比率  

(3) 附属資料  

ア 各比率の算定調書  

 

２ 審査の期間 

令和２年７月２２日から令和２年８月１４日まで  

 

３ 審査の方法 

市長から提出された地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づく健全化判断比率並びに資金不足比率の算定の基礎となる事項

を記載した書類の正確性について、関係書類と照合するとともに、必

要な事項については関係職員の説明を求め審査を実施した。  

 

４ 審査の結果 

審査に付された書類は、いずれも地方公共団体の財政の健全化に  

関する法律に基づく健全化判断比率等の算定様式により作成されて

おり、かつ、計数は関係書類と符合し、正確であると認めた。  

なお、これらに対する審査意見は次に述べるとおりである。  
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１ 総合意見【資料編別表１・別表５参照】  

審査に付された次表の健全化判断比率及び資金不足比率並びに

その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成

されているものと認められた。  

 

    

 

２ 個別意見  

(1) 実質赤字比率について【資料編別表２参照】  

令和元年度における標準財政規模は 175 億 4,605 万 8 千円であ

り、実質収支は黒字（4 億 3,096 万 9 千円）となっているので、

実質赤字比率の算出はなく早期健全化には該当しない。   

   

 

 

 

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

令和元年度

20.0

　※資金不足額がない場合は「-」と表記している。「法」は、地方公営企業法を示す。

-

-

-

-

経営健全化基準

-

-

-

　※令和元年度から下水道事業が法適用

-

水 道 事 業

早期健全化基準

-

-

8.1

12.62

17.62

平成30年度

-

-

8.9 25.0③

④

法適用

法非適用

健　全　化　判　断　比　率

資　金　不　足　比　率

　※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は「-」と表記している。

実 質 赤 字 比 率

連 結 実 質 赤 字 比 率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

①

②

令和元年度

350.0

病 院 事 業

地 方 卸 売 市 場 事 業 -

平成30年度

工 業 用 水 道 事 業

下 水 道 事 業 -

69.1 74.0

　実質赤字の額　＝　繰上充用額　+　(支払繰延額　+　事業繰越額)

　一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額

実質赤字比率　　＝
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
　　×　100

・一般会計等の実質赤字額
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(2) 連結実質赤字比率について【資料編別表２参照】  

令和元年度における標準財政規模は 175 億 4,605 万 8 千円であ

り、一般会計、各公営企業会計及び各特別会計の連結実質収支は

黒字（21 億 4,338 万 1 千円）となっているので、連結実質赤字比

率の算出はなく早期健全化には該当しない。  

  

 

    

(3) 実質公債費比率について【資料編別表３参照】                        

   令和元年度における実質公債費比率は 8.1％となっている。基

準の 25.0％と比較すると、これを下回っているので早期健全化に

は該当しない。     

  

 

  

　　 の合計額

 Ｄ：公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

・連結実質赤字額

　下記のＡとＢの合計額が、ＣとＤの合計額を超える場合の当該超える額

 Ａ：一般会計及び公営企業(地方公営企業法適用企業・非適用企業)以外の特別会計

　　のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

 Ｂ：公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

 Ｃ：一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字

連結実質赤字額
　　×　100

標準財政規模
連結実質赤字比率　　＝

　　　　（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）
　　　　　　　　Ｅ－Ｄ

Ａ：地方債の元利償還金（繰上償還等を除く） ①

Ｂ：地方債の元利償還金に準ずるもの（準元利償還金） ②+③+④+⑤+⑥+⑦

Ｃ：元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源 ⑧

Ｄ：普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に

　　算入された地方債の元利償還金・準元利償還金 ⑨+⑩+⑪

Ｅ：標準財政規模 ⑫+⑬+⑭

　実質公債費比率　＝ 　×　１００

　（単位：％）

8.1 8.9 9.8

    実質公債費比率の推移表

平成29年度区　　　分

実質公債費比率
（３ヵ年平均）

平成30年度令和元年度
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(4) 将来負担比率について【資料編別表４参照】    

将来負担額 597 億 3,786 万 1 千円から充当可能財源等 493 億

6,805 万 9 千円を減じた額を標準財政規模 175 億 4,605 万 8 千

円から算入公債費等の額 25 億 4,060 万 6 千円を減じた額で除

した将来負担比率は 69.1％となっている。基準の 350.0％と比

較すると、これを下回っているので早期健全化には該当しない。 

    

 

 

(5) 公営企業の資金不足比率について【資料編別表５参照】  

 

 

 

　　・将来負担額：下記のＡからJまでの合計額

　　・充当可能基金額：上記のＡからHまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金

　　　　　  一般会計等の負担見込額

　　　　I：連結実質赤字額

 　　 　J：組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

　　　　　 経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

　　　　G:当該団体が受益権を有する信託の負債の額のうち、当該信託に係る信託財産の状況を勘案した一般会計等の負担見込額

　　　　H:設立法人以外の者のために負担している債務の額及び当該年度の前年度に当該年度の前年度内に償還すべきものとして

　　　　　 当該団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金の額のうち、当該設立法人以外の者の財務・

　　　　Ｆ：地方公共団体が設立した一定の法人（設立法人）の負債の額のうち、当該設立法人の財務・経営状況を勘案した

将来負担比率＝

将来負担額-（充当可能基金額　+　特定財源見込額　+　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模　-　（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

×100

　　　　Ａ：一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

　　　　Ｂ：債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第5条各号の経費に係るもの）

　　　　Ｃ：一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額　　

　　　　Ｄ：当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額

　　　　Ｅ：退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額

資金不足比率 ＝
　資金の不足額

　事業の規模
　×　100

･資金の不足額

　　　　　　-　解消可能資金不足額

　（1）資金の不足額（法適用企業）　

 　   　＝　（流動負債　+　建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高

　　　　　　－ 流動資産）　-　解消可能資金不足額

　（2）資金の不足額（法非適用企業）　

　　　＝　（歳出額　+　建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高 - 歳入額）

　　資金規模）を示す資本及び負債の合計額とする。

　※解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後の一定期間構造的に生じる資金の不足額がある場合に

　  　　　　　　　　　　おいて、資金の不足額から控除する一定の額

　※宅地造成事業を行う公営企業については、販売用土地に係る流動資産の算定等に関する特例がある。

・事業の規模

　（1）事業の規模（法適用企業）　　

　　　＝　営業収益の額　-　受託工事収益の額

　（2）事業の規模（法非適用企業）　　

　　　＝　営業収益に相当する収入の額　-　受託工事収益に相当する収入の額

　※指定管理者制度（利用料金制）を導入している公営企業については、営業収益の額に関する特例がある。

　※宅地造成事業のみを行う公営企業の事業の規模については、「事業経営のための財源規模」（調達した
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ア 法適用企業 

 水道事業会計、工業用水道事業会計、病院事業会計及び下水

道事業会計全ての会計において､資金不足比率としての算出は

なく経営健全化には該当しない。  

 

イ 法非適用企業  

     地方卸売市場事業特別会計において、資金不足比率としての

算出はなく経営健全化には該当しない。  

  

 

３ むすび  

 

実質公債費比率は、8.1％で、元利償還金額の減少や標準税収入額等

の増加により、前年度に比べ 0.8 ポイント減少している。実質公債費

比率は年々着実に減少し改善されており、財政健全化に向けての努力

がうかがえる。  

将来負担比率は、69.1％で、前年度に比べ 4.9 ポイント減少した。

これは、公営企業債等繰入見込額の減少や、標準税収入額等が増加し

たことによるものである。  

財政健全化に向けた日々の努力を評価する一方、今後も元利償還金

の額の増加が見込まれ、さらには、コロナ禍による影響も思慮される

ため、本市の財政状況は依然として厳しい状況にある。各比率の推移

を十分注視しながら、引き続き、堅実で効率的な財政運営に努められ

たい。 
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財政健全化関係資料編 
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  別表１  健全化判断比率調書     

 
 

 

 

 

 

 
  別表２  実質・連結実質赤字比率調書     

 

 
 

                                                 
 ※実質収支又は連結実質収支が黒字である場合、「実質赤字比率（％）」又は「連結実質赤字比率（％）」

は負の値で表示される。  

 

（単位：％）

地方公共団体
コード

都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

352161 山口県 山陽小野田市 - - 8.1 69.1

（単位：％）

標準財政規模
（千円） う ち臨時財政対策債

発行可能額

早期健全化基準 12.62 17.62 25.0 350.0

17,546,058 947,661 財政再生基準 20.00 30.00 35.0

（単位：千円）

会　　計　　名 実質収支額 会　　計　　名 資金不足・剰余額

一般会計 430,969 水道事業会計 1,583,980

工業用水道事業会計 718,634

病院事業会計 186,119

一 下水道事業会計 94,775

法

般

適

会

用

計

企

等

業

小　　　計 430,969

標準財政規模 17,546,058

実質赤字比率　（％） -2.45
地方卸売市場事業特別会計 151

会　　計　　名 実質収支額

国民健康保険特別会計 128,972

介護保険特別会計 199,101

後期高齢者医療特別会計 842 法

駐車場事業特別会計 22,656

小型自動車競走事業特別会計 -1,222,818 非

適

用

企

業

合　　　　　計 2,143,381

標準財政規模（再掲） 17,546,058

連結実質赤字比率　（％） -12.21

宅

地

造

成

事

業

宅

地

造

成

事

業

以

外

一

般

会

計

等

に

属

す

る

特

別

会

計

宅

地

造

成

事

業

宅

地

造

成

事

業

以

外

一

般

会

計

等

以

外

の

特

別

会

計

の

う

ち

公

営

企

業

に

係

る

特

別

会

計

以

外

の

会

計
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  別表３  実質公債費比率調書     

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤

元利償還金の額
（繰上償還額等
を除く）（３③
Ａ表「元利償還
金」欄の数値を
転記）

積立不足額を考
慮して算定した
額（３①表
「エ」欄の数値
を転記）

満期一括償還地
方債の１年当た
りの元金償還金
に相当するもの
（年度割相当
額）（３①表
「ウ」欄の数値
を転記）

公営企業に要す
る経費の財源と
する地方債の償
還の財源に充て
たと認められる
繰入金（３②表
「合計※」欄の
数値を転記）

一部事務組合等
の起こした地方
債に充てたと認
められる補助金
又は負担金

平成29年度 2,991,223 1,273,224 43,017

平成30年度 2,886,425 1,297,808 42,952

令和元年度 2,765,555 1,160,131 34,038

⑫ ⑬ ⑭
標準税収入額等 普通交付税額 臨時財政対策債

発行可能額

平成29年度 10,520,590 5,359,918 1,338,758

平成30年度 10,840,704 5,370,132 1,231,753

令和元年度 11,167,106 5,431,291 947,661
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（単位：千円）

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

公債費に準ずる
債務負担行為に
係るもの

一時借入金の利
子

特定財源の額
（３③Ａ表「特
定財源計」欄の
数値を転記）

事業費補正によ
り基準財政需要
額に算入された
公債費

災害復旧費等に
係る基準財政需
要額

密度補正により基準財
政需要額に算入された
元利償還金及び準元利
償還金（ただし、④～
⑦に係るものは、地方
債の元利償還額を基礎
として算入されたもの
に限る。）

164,542 490 597,086 526,141 1,909,902 109,158

158,749 739 579,199 511,722 1,941,406 118,598

156,549 569 515,219 500,166 1,919,102 121,338

⑮
地方財政法第５
条の３第４項第
１号の規定に基
づき総務大臣が
定める額
（特別区のみ記
入）

平成29年度 9.06503

平成30年度 8.30986

令和元年度 7.07088

8.1

実質公債費比率
（単年度）

実質公債費比率
（３カ年平均）
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  別表４  将来負担比率調書     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

将来負担額

40,767,324 131,633 14,491,786 103,123 4,171,170

充当可能財源等
（単位：千円）

うち都市計画税

9,365,410 5,491,230 5,035,209 34,511,419

2,540,606

49,368,059

算入公債費等の額　Ｄ

基準財政需要額

算入見込額

充当可能財源等　Ｂ

債務負担行為に

基づく支出予定額

公営企業債等
繰入見込額

組合
負担等見込額

退職手当
負担見込額

17,546,058

充当可能基金
充当可能
特定歳入

地方債の現在高

将来負担額　A

標準財政規模　Ｃ

59,737,861

―

―
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（単位：千円）

地方道路公社 土地開発公社 地方独立行政法人 第三セクター等

72,825 0 72,644 0 181 0 0

15,005,452

組合連結実質

赤字額負担見込

額

連結実質
赤字額

Ａ　－　Ｂ

Ｃ　－　Ｄ

設立法人の

負債額等

負担見込額

69.1

将来負担比率　（％）10,369,802

＝ ＝
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  別表５  公営企業の資金不足比率調書    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 　

a-b-c-d-e(-f) 流動負債 a
土地前受金

f (宅造）

水道 法適 239,206 604,345

工業用水道 法適 25,304 48,758

病院 法適 489,952 712,311

下水道 法適 303,224 1,699,546

(1) (2)

歳出額 算入地方債
繰越明許費繰越

額 t2

市場 非適 9,276

(7)

解消可能資金

不足額

0

0

0

0

(7)

解消可能資金

不足額

0 ***

(11)

資本+負債

 （宅造のみ）

継続費逓次繰越

額 t1

PFI建設

事業費等e

1,468

うち指定管理

者利用料金

(11)

k+l

（宅造のみ）

***

資本+負債

k

PFI建設事業費等の

う ち流動負債に係る

リース債務　l

(9)

資金不足額（資金不足

比率）

-

控除企業債

等 b

365,139

資金不足額（資金不足

比率）

法適

非適

23,454

222,359

s-t1-t2-t3-

t4-t5+t6

(3)

9,427

うち指定管理

者利用料金

営業収益の額

-受託工事収

益の額

(10)

1,339,405

259,478

3,829,062

(10)

営業収益の額

-受託工事収

益の額

控除額 d

歳入額 s

9,427

-

-

-

控除未払金

等c

資金不足額・剰余額

（連結実質赤字比率）

151

宅造

区分

1

1

1

宅造

区分

1

資金不足額・剰余額

（連結実質赤字比率）

(8)

1,583,980

718,634

(9)

186,119

(8)

工業用水道事業会計

病院事業会計

地方卸売市場事業特別

会計

特別会計名

事業区分

事業区分

特別会計名

水道事業会計

下水道事業会計 1 1,396,322

94,982 - 714,103

事故繰越繰越額 t3
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※ (8)は、連結実質赤字比率の算定に用いる額であり (7)－ (6)で算定されるが (6)＞ 0 のとき、(7)－ (6) 

＞ 0 であっても「 0」となる。  

 

 

（単位：千円）

(2) (3) (4) (5) (6)

算入地方債 g-h-i(-j) 流動資産 g 控除財源 h 控除額 i
土地評価差額

j （宅造）

地方債残高

（宅造）

長期借入金

（宅造）

令３条１項の

額・令４条の額

1,823,186 1,823,186 -1,583,980

743,938 743,938 -718,634

676,071 676,071 -186,119

398,206 398,206 -94,982

（単位：千円）

(3') (3") (4) (5) (6)

事業繰越額

t4
支払繰延額 t5 未収入特定財源t6

う ち事業繰越等に

かかるも のt6'
繰上充用金

土地収入見込

額 （宅造）

地方債残高

（宅造）

長期借入金

 （宅造）

令３条１項の

額・令４条の額

- -151

（単位：千円）

(13)

繰越欠損金

- 0 9.0

- 0 4.1

- 3,255,926 1.1

- 0 0.5

（単位：千円）

- *** 0.01,468

標準財政規模

比 (8)/x （％）

資金不足比

率 (9)/(12)

（％）

1,339,405

259,478

3,829,062

714,103

資金不足比

率 (9)/(12)

（％）

標準財政規模

比 (8)/x （％）

(12)

(12)

事業の規模 (10)or(11)

事業の規模 (10)or(11)


